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「 100 歩  歩けば  100 倍  幸せ」とは  

 

例えば、散歩をすることが健康づくりにつながり、新たな人と出  

会う人づくりにつながるなど、普段の生活が生涯学習となり得ます。  

 

「 100 歩歩けば 100 倍幸せ」とは、市民一人ひとりが生涯にわた  

って楽しく生き生きと学び続けることにより、幸せが蓄積されて、  

お金では手に入らない幸せが手に入るということを表現しています。  

 

また、蓄積された個人の幸せが周りの人とふれあうことで、地域  

の中に出会いが生まれ、様々な人たちと幸せを共有し、地域社会全  

体の幸せにつながると思います。  

 

このような思いのもと、熊本市では、「 100 歩歩けば 100 倍幸せ」  

をタイトルとし、さらに、計画の構成（章立て）についても、「第１  

章、第２章、・・・」を「第１歩、第２歩、・・・」と表現し、市民  

の皆様とともに歩み、一緒に幸せになることを目指します。  

 

人生 100 年時代の中、市民の皆様が心豊かな人生を送るために、  

生涯にわたって学び続け、地域社会において学んだ成果を生かすこ  

とは、「人づくり」「つながりづくり」「地域づくり」の大きな原動力  

となります。  

 

そのため、熊本市では、多くの市民の皆様に、分かりやすく、親  

しまれ、興味を持って手に取っていただけるよう、熊本市版の生涯  

学習推進計画を策定しました。  

 

 

 

 

【タイトルの作者】  

 

 

 

 

 市民の皆様が、生涯学習を身近に感じていただけるよう、  

熊本市文化顧問の日比野克彦さんに「 100 歩歩けば 100 倍幸せ」  

というタイトルを名付けていただきました。  
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策定の趣旨 

 

熊本市では、平成１４年（ 2002 年）に、市民一人ひとりの生涯を通じ

た学習を支援し、その成果が適切に生かされる社会の実現に関する基本

的な考え方や方向性を示す「熊本市生涯学習指針」を策定し、生涯学習

の振興に積極的に取り組んできました。令和元年度（2019 年度）には効

果検証に重点を置くため、令和２年度（ 2020 年度）から令和５年度

（2023 年度）を計画期間とする「熊本市生涯学習推進計画（以下「前計

画」という。）」を策定しました。  

前計画では学びと活動の循環による「人づくり」「つながりづくり」

「地域づくり」に取り組んできましたが、新型コロナウイルス感染症の

流行を大きな契機として、社会がより大きく変化しており、デジタル人

材の育成、ＤＸへの対応など、社会が求める学びが変化してきました。  

前計画期間の満了に当たり、これまで進めてきた「人づくり」「つなが

りづくり」「地域づくり」を社会の変化を踏まえて見直し、本市が目指す

「上質な生活都市」の実現に向けた「第２次熊本市生涯学習推進計画」

を新たに策定するものです。  
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生涯学習を取り巻く現状と課題 
 

１ これまでの熊本市の生涯学習推進 

熊本市では、平成１４年（ 2002 年）３月に生涯学習推進施策を総合的か

つ体系的に推進するため、熊本市生涯学習指針を策定し、「学習推進体制の

整備」「学習活動の充実と支援」「学習拠点の整備」を基本目標として、生

涯学習に関する取組を推進してきました。  

平成２１年（2009 年）３月には、生涯学習を取り巻く社会情勢の変化に

対応するため、新たな熊本市生涯学習指針を策定し、「生涯学習ネットワー

クの構築」「学習機会の充実」「学習成果を生かす環境づくり」を基本施策

として、持続可能な知の循環型社会の実現を目指した取組を促進しまし

た。 

また、中間年である平成２５年度（2013 年度）には、施策体系などは維

持しつつ、「現代的・社会的な課題と市民ニーズに対応した学習支援」の取

組を拡充するなどの見直しを行いました。  

さらに、平成２９年（ 2017 年）４月、自主自立のまちづくりを推進する

ため、市内１７箇所にまちづくりセンターを設置し、公設公民館とまちづ

くりが一体となって地域活動支援と連携した生涯学習の推進に取り組む体

制を構築しました。  

平成３０年度（ 2018 年度）には、熊本市生涯学習指針の見直しを行い、

目標管理を強化することとし、令和２年度（ 2020 年度）に指針から計画に

移行しました。前計画ではより豊かな人生を送ることのできる持続可能な

社会づくり、地域づくりに向けて、市民自らが担い手として地域活動に主

体的に参加することで当事者意識が高まり、これまで以上に生涯学習によ

る「人づくり」「つながりづくり」「地域づくり」を通して「学びと活動の

循環」を醸成していくことを目指しました。 
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２ 生涯学習を取り巻く情勢の変化  

（１）社会的背景  

前計画策定時に引き続き、少子化・人口減少や高齢化が進んでいること

に加え、令和元年度（ 2019 年度）から続いた新型コロナウイルス感染症の

流行は社会に大きな影響を与え、社会が大きく変化しました。このような

中、デジタル人材の育成、ＤＸへの対応など、社会が求める学びも変化す

るとともに、特に本市においては、熊本県にＴＳＭＣの進出が決定し、熊

本市に住む外国人が増加しているなど、新たな社会的ニーズへの対応が求

められています。  

また、物質的な豊かさから、精神的な豊かさが求められており、さら

に、豊かさに加えて健康までを含めて幸福や生きがいを捉える「ウェル

ビーイング」の考え方が注目されています。  

このように、社会情勢や人々が求める価値観に変化が起きており、市民

一人ひとりにとっての必要な学びが多岐にわたります。必要な学びを身に

つける中で、生涯学習の重要性が増しています。さらに、生涯にわたって

成長するために、リカレント教育・リスキリングが求められています。  

 

 

（２）国の動向  

令和５年（2023 年）６月に「教育振興基本計画」が閣議決定され、「持続

可能な社会の創り手の育成」「日本社会に根差したウェルビーイングの向

上」を目指すこととしました。そのような中、グローバル化やＤＸの推進

等による社会の変化に対応できる人材の育成、現代社会における地球規模

の諸課題を自らに関係する問題として主体的に捉え、その解決に向けて自

ら考え、行動する力を身につけるとともに、新たな価値観や行動等の変容

をもたらすための教育、リカレント教育を通じた高度専門人材育成等を掲

げています。  
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３ 前計画の実績と課題  

（１）主な取組  

 前計画では、基本理念１を「市民一人ひとりの心豊かな暮らしの実現」

とし、基本理念２を「学びと活動の循環による自主自立のまちづくりの実

現」と定め、基本理念の実現のために「人づくり」「つながりづくり」「地

域づくり」の促進を目指す３つの基本施策、１３の推進施策を策定しまし

た。 

また、計画の進捗管理をする際は、推進施策ごとに整理した具体的な取

組１７７項目に成果指標を設定し、目標達成を目指しました。  

 

 

（２）実績  

①前計画の検証  

 基本理念の達成を確認するために３つ検証指標を設定し、「人づくり」

「つながりづくり」「地域づくり」の成果を測りました。  

 

 

基本理念１の達成を検証指標アで、基本理念２の達成を検証指標イ、ウで

確認しました。検証指標アは、令和元年度（ 2019 年度）から質問を変更した

ため、基準値から大きく増加しました。これは、生涯学習という言葉が公民

館での講座など限定的に捉えられていたため、学習内容を具体的に聞く質問

へ変更したことで、市民の学習実態をより正確に把握できるようになったも

のと考えています。  

 

 変更前：あなたは、この１年くらいの間に、生涯学習をしたことがありま  

すか。  

 変更後：あなたは、この１年くらいの間に、どのような場所や形態で学習  

をしたことがありますか。（複数回答）  

 

 

検証指標
基準値

(H27)

実績値

（R2）

実績値

（R3）

実績値

（R4）

検証値

（R5）

ア　過去１年間に生涯学習を行った市民の割合 28.6% 87.60% 87.51% 87.32% 50.0%

検証指標
基準値

（R1）

実績値

（R2）

実績値

（R3）

実績値

（R4）

検証値

（R5）

イ　学習を通じて新たな仲間づくりができた市民

　　の割合
24.1% 22.3% 24.5% 27.0% 増加

ウ　学習を通じて地域の活動やボランティア活動

　　に参加した市民の割合
12.2% 6.9% 7.6% 8.4% 増加
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また、基本理念を達成するための「具体的な取組」全１７７件の検証指標

を達成度ごとに分類すると次のとおりになります。  

 

令和３年度（2021 年度）実績で目標達成をしていない（Ｂ、Ｃ評価）割合

は６９．６％と高い状況であり、目標達成できなかった理由を確認すると、

新型コロナウイルス感染症の流行を挙げているものが４８％ありました。  

 

 

②自己学習に関するアンケート調査  

 前計画の成果を測る一環として、市民の学習状況を調査するため、令和５

年（2023 年）６月に自己学習に関するアンケート調査を実施しました。アン

ケートで判明した主な事項は次のとおりです。 

・回答者の約４０％がＳＮＳなどのインターネットを利用して情報を収集し  

ています。  

・市が主催する講座・イベントに参加した回答者の割合が約２５％と低くな  

っています。  

・市が主催する講座・イベントに参加していない回答者の約６０％が「イベ  

ントがあることを知らなかった」「興味のあるイベントがなかった」を理  

由に挙げています。  

・回答者の約８０％がリカレント教育・リスキリングに関心を持っています。  
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（３）課題  

 ①及び②の結果を踏まえた課題は次のとおりです。  

・生涯学習を行った市民は増加していますが、市が取り組んだ活動は目標達  

成できていないものが７０％近くあります。このことから、市の取組だけ  

ではなく、民間主催や自主的な学習が多いものと推測されます。  

・新型コロナウイルス感染症の流行により、目標達成できなかった取組が多  

数あります。これらの取組はこれから再開していきますが、その際にはコ  

ロナ禍で培ったリモートでの講座の開催など、ＤＸの推進に取り組む必要  

があります。  

・学習を通じて仲間づくりや地域の貢献活動につながった市民の割合が低い  

ことから、生涯学習の成果を生かせる社会づくりを進めていく必要があり  

ます。  

・市の講座・イベントへの参加者増加には、紙媒体をはじめ、ホームページ  

 やＳＮＳなどウェブ媒体での広報と魅力ある講座・イベントの企画が必要  

 です。  

・リカレント教育やリスキリングの情報発信が必要です。  

 

 

（４）今後の方向性  

・市民の多くが生涯学習に取り組んでいることから、今後は、市民に対して

豊富な学びの提供ができるよう取り組みます。その際は、民間主催の学習

情報を確認し、民間との連携を図りながら、多種多様な学びの機会の提供

に努め、市民が多くの学びを選択できるようにします。  

・コロナ禍で培ったリモートでの開催など、ＤＸの推進に取り組みます。な  

お、推進に当たっては、あらゆる市民がＤＸに対応できるよう支援も進め  

ます。  

・「つながりづくり」「地域づくり」など学びの成果を生かせる社会づくりに  

注力します。その際には、地域団体やＮＰＯ法人など多様な団体と連携

し、多くの市民に対応できるよう取り組みます。  

・市の講座やイベントを多くの市民に知ってもらうために、積極的に情報を  

発信します。また、市民から寄せられる多様な講座の希望に応えた講座の  

企画に取り組みます。  

・リカレント教育とリスキリングは、大学や民間事業者での取組が多いこと  

から、市民と大学、民間事業者とを結びつけていく取組を目指します。  
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本市が目指す生涯学習の姿と 

基本理念 
 

１ 基本的事項 

（１）計画の位置づけ  

この計画は、本市の生涯学習推進の基本的な考え方と方向性を示したも

のであり、次期総合計画で目指す社会を生涯学習の面から実現させるもの

です。  

本計画の策定に当たっては、前計画を継承しつつ、本市の課題が解消で

きるものとし、次期熊本市教育振興基本計画（熊本市教育大綱）を始めと

する関連計画との整合を図るとともに、国の「教育振興基本計画」（令和５

年６月）を参考とします。  

また、生涯学習は、次ページの（３）生涯学習の定義で示すとおり、家

庭教育、学校教育、社会教育、自己学習から構成されます。本計画では、

教育による学習の中でも、特に、家庭教育と社会教育の推進を図り、次期

熊本市教育振興基本計画では、学校教育の推進を図ることとします。  

 

～生涯学習と関連計画の関係図～  

第３  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

熊本市教育振興基本計画 

（熊本市教育大綱） 

熊本市生涯学習 

推進計画 

庁内関連計画 

教
育
振
興
基
本
計
画 

熊本市総合計画 

【市】 【国】 

参考 

参考 連動 
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（２）計画の期間  

計画の期間は、次期総合計画との整合を踏まえ、令和６年度（2024 年

度）から令和１３年度（2031 年度）までの８年間とします。  

また、次期総合計画での見直しに合わせて本計画も見直します。  

 なお、次の第４歩に例示している各取組については、社会情勢の変化に

応じて適宜見直します。  

 

 

（３）生涯学習の定義  

生涯学習とは、人々が生涯に行うあらゆる学習、すなわち、家庭教育、

学校教育、文化活動、スポーツ活動、レクリエーション活動、ボランティ

ア活動、企業内教育、趣味など様々な場や機会において行う学習の意味で

用いられます。  

つまり、次の①～③を総括した一連の学習活動のことを言います。  

①  家庭教育を通じて、社会生活に必要となる基本的な生活習慣を身に

つけ、豊かな心を育むこと。  

②  学校教育を通じて、基礎的な学力を身につけ、わかる喜び、学ぶ楽

しさや成功体験を通じ、自発的意思により生涯にわたって学習する

ための基礎を培うこと。 

③  各人が自発的に、自らの意思で必要に応じて自己に適した手段・方

法を自由に選択して、生涯にわたって社会教育による学習や自己学

習など様々な学習活動を行うこと。  

 

～生涯学習のイメージ図～  
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２ 本市が目指す生涯学習の姿 

本市は、生涯学習による「人づくり」「つながりづくり」「地域づくり」と

いう「学びと活動の循環」の仕組みを構築し、市民一人ひとりが豊かな人生

を送ることのできる社会を目指します。  

これは、市民に必要な学びを提供し、市民は学び、その学びの成果を生か

す環境をつくること、いわゆる「学びと活動の循環」により、市民一人ひと

りの幸せが地域へ広がり、地域の豊かさにつながることで、市民と地域がお

互いに豊かになると考えます。  

実現に当たっては、市民にとって身近に生涯学習を行える公民館や図書

館、博物館などの社会教育施設での講座の充実をはじめ、文化芸術施設やス

ポーツ施設、青少年施設など、施設固有の持ち味を生かした事業を展開する

ことにより生涯学習を進めていきます。その際には、様々な立場の人たちが

利用できるよう取り組みます。  

例えば、孤立を感じている独居高齢者や不登校生徒などが、生涯学習に触

れることで不安な思いを解消するなど、人や地域につながるきっかけとなる

よう情報を発信していきます。  

最終的には、本市の生涯学習による幸福度（ウェルビーイング）の向上に

より『上質な生活都市』が実現できるよう目指してまいります。  

 

  

～全体構想図～  
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３ 基本理念 

本計画では、本市が目指す生涯学習の姿を実現するため、次のとおり基本

理念を掲げます。 

 

 

「学びと活動の循環」による、  

市民一人ひとりが豊かな人生を送ることのできる社会の実現  

 

 

昨今の社会の変化に対応し、市民一人ひとりが心豊かな人生を送るために

は、生涯にわたって学び続けることが重要です。  

そして、今後は学んだ成果を適切に生かすことのできる社会の実現が求め

られています。  

これまでも、生涯学習による「人づくり」「つながりづくり」「地域づく

り」という「学びと活動の循環」の仕組みを構築し、市民一人ひとりが豊か

な人生を送ることのできる持続可能な社会を目指してきましたが、今後も重

要性は変わらないものと考えており、社会の変化を踏まえて、より効果的な

「学びと活動の循環」の仕組みに改善していきます。  

 

 

４ 検証指標の設定 

生涯学習による「人づくり」「つながりづくり」「地域づくり」を図る指標

として、次のとおり検証指標ア、イ、ウを設定します。検証に当たっては、

熊本市総合計画市民アンケートの結果を用いることとし、令和５年度（2023

年度）の結果を基準値として設定します。  

ただし、検証指標イ、ウについては、令和５年度（ 2023 年度）の結果※ 1

が新型コロナウイルス感染症の影響で低下しているため、令和元年度（ 2019

年度）の結果を基準値とします。  

 

 

検証指標
基準値

（R5）

検証値

（R9）

検証値

（R13）

ア　生涯学習が自らの向上に役立ったと思う市民の割合 68.4% 77.0% 85.0%

検証指標
基準値

（R1）

検証値

（R9）

検証値

（R13）

イ　学習を通じて新たな仲間づくりができた市民の割合 24.1% 33.0% 50.0%

ウ　学習を通じて地域の活動やボランティア活動に参加した市民の割合 12.2% 18.0% 30.0%

※1　令和５年度（2023年度）の結果　　検証指標イ：16.5％

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 検証指標ウ： 6.1％
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５ 基本施策 

基本理念を実現するため、次の２つの基本施策を定め、生涯学習を推進し

ます。  

 

〈基本施策１〉市民が学ぶ楽しさを実感できる学習機会の提供  

 

市民一人ひとりの生涯学習を推進するためには、学習できる環境の整備と

提供する学習内容の充実が必要です。  

そこで、学習環境の整備として民間事業者や大学との連携強化、デジタル

化の推進など、市民が学習しやすい環境をつくります。  

また、学習内容を充実させるため、ライフステージ、現代的・社会的な課

題や市民ニーズに対応する学習機会と学習内容の充実を図っていきます。  

 

 

〈基本施策２〉生涯学習とつながる社会参加の機会の充実  

  

人生１００年時代の中で、人生を通して学び続けることが必要な時代に

なっています。自ら学んだ成果が適切に評価され、他者に発表する機会を得

られることは、新たな気づきや刺激になるとともに、次の学びへの意欲の向

上につながります。  

さらには、学んだ成果が地域に還元されることで、地域社会全体の教育力

の向上にも貢献するというように、地域における「学びと活動の循環」が形

成されます。  

このため、学んだ成果を適切に生かすことができる社会づくりを進めてい

きます。  

併せて、複雑化・多様化した地域課題解決に対応するために、地域住民と

多様な活動主体がつながり、課題を共有し、解決策を検討していくための

ネットワークを構築します。  
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６ 体系図 
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基本施策の展開 
 

１ 概要 

基本施策の実現に向けて、本市の取組を取組項目ごとに示しています。  

なお、取組内容の取扱いは次のとおりです。  

・本計画に記載した取組は、取組項目を分かりやすくするために例示した  

ものであり、計画期間中に追加する新規の取組や終了する取組などにつ 

いては、評価シートにおいて管理していきます。  

・【重点】がついている取組は、前計画の課題解決及び基本理念の実現に  

 当たり、各取組項目の中で特に重要であることを示すものです。  

・担当課欄のカッコ内は連携する団体等を記載しています。  

 

  

２ 取組項目 

（１）基本施策１  

市民が学ぶ楽しさを実感できる学習機会の提供 

 

市民一人ひとりの生涯学習を推進するためには、学習できる「環境の整備」

と、提供する「学習内容の充実」が必要です。「学習環境の整備」を①から③

の取組項目に、「学習内容の充実」を④から⑨の取組項目にまとめています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４  
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【学習環境の整備】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～イメージ図～  

 

 

取組内容  

№ 取組 担当課  

1 
【重点】民間事業者との連絡会議による協力体制の

構築 

生涯学習課  

（民間事業者）  

2 熊本市生涯学習庁内関係課連絡会議の開催  生涯学習課  

3 民間事業者や大学などの講座情報の収集  

生涯学習課  

（民間事業者、  

大学）  

4 
【重点】公民館講座生と地域団体をつなぐ取組の推

進 

生涯学習課  

（町内自治会等）  

 

 

 

 

 

取組項目①  《生涯学習関係機関などとの連携》  

 

市も民間事業者も多くの学習機会を提供しています。連携して生涯学習

の提供内容を考えることで、市民が多様な学習を体験できるよう取り組み

ます。  
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～参考：熊本市生涯学習情報システムのバナー～ 

令和４年度講座掲載数：７１８件   

 

 

取組内容  

№ 取組 担当課  

1 生涯学習出前講座一覧の整備  生涯学習課  

2 【重点】生涯学習情報システムの掲載内容の拡充 生涯学習課  

3 
各生涯学習施設における学習ニーズ把握などのため

のアンケート実施  
生涯学習課  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組項目②  《生涯学習推進に関する情報の収集と提供》  

 

市民が学習を始めやすくするために、関係機関や関係団体から多くの情

報を収集し、その情報を市民一人ひとりに届けられるように取り組みま

す。  
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～参考～  

 

 

取組内容  

№ 取組 担当課  

1 
【重点】公民館などでのタブレット端末やスマート

フォンに関する講座の実施  
生涯学習課  

2 【重点】健康ポイント事業の実施  健康づくり推進課  

3 電子書籍貸出サービスの充実  熊本市立図書館  

4 学校における電子図書館の利活用促進  熊本市立図書館  

5 小中学校における学習者用端末の活用  教育センター  

 

 

 

 

 

小中学生用に配備されたタブレット  

６０，８１１台  

取組項目③  《デジタル化の推進》【新規】  

 

今後、ＩＣＴを活用したデジタル化があらゆる分野で進んでいきます。

デジタルを活用することで、時間や場所を選ばずに学習ができるなどの利

点があることから、生涯学習におけるデジタル環境の整備と学習コンテン

ツのデジタル対応促進を行います。  

また、あらゆる市民がデジタル化の恩恵を享受できるように、市民のデ

ジタル化対応の支援にも取り組みます。  
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【学習内容の充実】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～イメージ図～  

 

 

 

 

 

 

取組内容  

№ 取組 担当課  

1 
子育てに関する学習機会「乳幼児ママ・パパ教室」の

実施 
こども支援課  

2 
子育て支援ネットワークや地域の子育てサークル・子

育て支援団体の活動支援・育成  
こども支援課  

3 児童の学習機会「児童クラブ」の実施  こども支援課  

4 こどもチャレンジ公民館講座などの実施  生涯学習課  

学童期・青年期には、学校内外の活動が必要であり、熊本市としては、

そのどちらも推進していきますが、学校内の教育（学校教育）について
は、次期熊本市教育振興基本計画において取り組んでいきます。  

 

取組項目④  《ライフステージに応じた学習内容の充実》  

〇乳幼児期 〇学童期・青年期  〇成人期  〇高齢期  

 

ライフステージによって求められる学習の種類が異なります。乳幼児

期、学童期・青年期、成人期、高齢期といったライフステージごとに求め

られる学習内容を提供していきます。  
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5 子育てに関する学習機会の実施（家庭教育学級）  生涯学習課  

6 
こどもの食育推進ネットワークにおける食育活動の推

進 
健康づくり推進課  

7 家庭教育セミナーの実施  地域教育推進課  

8 子ども地域教育フォーラムの実施  地域教育推進課  

9 
青少年センター職員などによる非行・被害防止に関す

る学習機会の提供  
地域教育推進課  

10 ジュニアヘルパーの育成  高齢福祉課  

11 公民館と大学との連携によるリカレント教育の実施  生涯学習課  

12 
【重点】放送大学と連携したリカレント教育情報の発

信 

生涯学習課  

（放送大学）  

13 
【重点】まちづくりセンターで把握した地域課題を解

決するための人材育成講座の開催  

生涯学習課  

（まちづくり  

センター）  

14 「結婚・子育て応援サイト」での情報提供  こども政策課  

15 
認知症に対する正しい知識を啓発する認知症サポー

ター養成講座の開催  
高齢福祉課  

16 健康づくりや介護予防などに関する学習機会の充実  高齢福祉課  

17 老人クラブなどへの活動支援  高齢福祉課  

18 介護予防サポーターの養成及びフォローアップ  高齢福祉課  

19 高齢者へのリスキリングの機会や内容の充実  高齢福祉課  

20 
【重点】地域の通いの場に対する立ち上げ及び継続支

援 
高齢福祉課  
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～イメージ図～  

 

 

取組内容  

№ 取組 担当課  

1 
ＳＤＧｓの普及啓発を進めるための出前講座やセミ

ナーなどの実施  
政策企画課  

2 フェアトレードに関する広報や啓発の実施  

国際課  

（熊本市国際交流  

振興事業団）  

3 生物多様性に関する広報や啓発の実施  環境政策課  

4 地球温暖化の防止に関する広報や啓発の実施  脱炭素戦略課  

5 節水市民運動の推進  水保全課  

6 食品ロス削減の啓発  

廃棄物計画課  

（熊本連携中枢

都市圏市町村、

フードバンク活動

団体、民間企業）  

※人権教育など、一部の学習内容は  

他の取組項目で取り扱っています。  

取組項目⑤  《現代的・社会的な課題や市民ニーズに対応する  

学習内容の充実》  

〇ＳＤＧｓ 〇環境教育  〇安全安心対策等  

 

市民一人ひとりの課題や学びたいことは様々であることから、幅広い学

習内容を提供し、それぞれの学びに対応できるよう取り組みます。  
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7 いきもの学習センターにおける環境学習の実施  動植物園  

8 災害訓練における広域的な避難体制の構築  危機管理課  

9 地域版ハザードマップを活用した避難訓練の実施  
危機管理課  

防災対策課  

10 
【重点】「校区防災連絡会」「避難所運営委員会」

による、地域での防災訓練の実施  
防災対策課  

11 インターネットラジオを活用した災害情報の発信 防災対策課  

12 【重点】交通安全教室の開催  生活安全課  

13 
消費者セミナーや消費生活に関する出前講座などの

開催 
消費者センター  

14 消費生活相談業務とその体制の充実  消費者センター  

15 普通救命講習や上級救命講習の開催  救急課  

16 
健康まちづくり活動等における健康学習に対する支

援 

健康づくり推進課  

高齢福祉課  

こども支援課  
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～参考～  

 在住外国人数  ７，８６８人（令和５年７月１日時点）  

障がい者サポーター制度  

  研修会開催数  ３８回、参加人数  ２，１９１人（令和４年度実績）  

 

 

取組内容  

№ 取組 担当課  

1 様々な人権問題に関する啓発イベントの実施  

人権政策課  

（熊本市人権啓発

市民協議会）  

2 様々な人権問題に関する情報提供の実施  

人権政策課  

（熊本市人権啓発

市民協議会）  

3 人権学習に対する支援  

人権政策課  

（熊本市人権啓発

市民協議会）  

4 【重点】障がい者サポーター制度の普及・啓発  障がい福祉課  

5 「アールブリュット」の普及  障がい福祉課  

6 くまもと障がい者スポーツ大会の開催  障がい福祉課  

取組項目⑥  《多様性に関する生涯学習の推進》【新規】  

〇人権教育・啓発の実施  〇障がい者への支援  

〇男女共同参画の推進  

〇性的マイノリティへの理解の促進【新規】  

〇多文化共生社会の推進【新規】  

 

ジェンダー、国籍、障がいなどに関わらず、誰もが参加できる学習内容

を提供していきます。また、多様性に関する理解を深める学習の推進に取

り組みます。  

21



 

7 
精神障がい者スポーツ大会の開催（熊本市精神科病

院会共催）  

こころの健康  

センター  

（熊本市精神科  

病院会）  

8 
閉園後の動物園に（障がいをお持ちの方を）招待す

る「ドリームナイトアットザズー」の実施  
動植物園  

9 
図書などの郵送貸出や電子図書による文字拡大、読

み上げ、マーカー機能を活用したサービスの提供  
熊本市立図書館  

10 熊本博物館での字幕付きプラネタリウムの投映  熊本博物館  

11 男女共同参画に関する講演会や出前講座の実施  

男女共同参画課  

（はあもにい管理

運営共同企業体）  

12 女性の活躍推進に向けたセミナーなどの実施  

男女共同参画課  

（はあもにい管理

運営共同企業体）  

13 DV 防止に関するセミナーなどの実施  

男女共同参画課  

（はあもにい管理

運営共同企業体）  

14 
男女共同参画啓発情報誌「はあもにい」による情報

提供 

男女共同参画課  

（はあもにい管理

運営共同企業体）  

15 
【重点】性的マイノリティに関する研修や啓発の実

施 

男女共同参画課  

（はあもにい管理

運営共同企業体）  

16 在住外国人などを対象に日本文化体験の実施  

国際課  

（熊本市国際交流  

振興事業団）  

17 
【重点】在住外国人などを対象に地域日本語教育の

実施 

国際課  

（熊本市国際交流  

振興事業団）  
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18 熊本市国際交流員による異文化理解講座の実施 

国際課  

（熊本市国際交流  

振興事業団）  

19 
熊本市国際交流員を講師として学校や公民館などへ

派遣 
国際課  

20 
地域国際化推進ボランティア（在住外国人など）を

講師として学校や公民館などへ派遣  

国際課  

（熊本市国際交流  

振興事業団）  

21 【重点】地域向けやさしい日本語教室の実施  

国際課  

（熊本市国際交流  

振興事業団）  

22 
【重点】公民館を活用したまちづくり活動における

多文化共生の推進  
生涯学習課  
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～熊本市観光ガイド「くまもとの文化」より～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組内容  

№ 取組 担当課  

1 地域の潜在的な文化財のまちづくりへの活用  文化政策課  

2 
文化芸術の発信拠点としての市民会館、健軍文化

ホール、現代美術館の活用 

文化政策課  

（熊本市文化  

スポーツ財団、

熊本市美術文化

振興財団）  

3 
気軽に工芸品に触れる機会を提供するため、工芸会

館の活用  

文化政策課  

（くまもと工芸協

会共同企業体）  

4 
【重点】アーティストスポット熊本（アーティスト

とスポットのマッチング事業）の運営  
文化政策課  

5 「市・区文化協会」の設立や活動の支援  文化政策課  

取組項目⑦  《文化芸術に関する取組の推進》 

 

潤いのある生活の実現のために、有形無形の文化財などの更なる活

用や地域文化活動の活性化、また、文化芸術の鑑賞機会や団体支援を

充実させることで、文化を生かしたまちづくりに取り組みます。  
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6 歴史的文化遺産を学ぶ機会の充実  文化財課  

7 記念館などを活用した魅力の発信  
文化財課  

（玉東町）  

8 熊本城の歴史的な価値の発信  
熊本城調査研究  

センター  

9 

【重点】伝統的な日本文化の体験・継承  

※茶道、華道、日本舞踊、邦楽などこどもを対象に

した講座の開催  

生涯学習課  
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～参考～  

週１回以上スポーツをしている市民の割合  ５０．６％（令和４年度実績）  

 

 

取組内容  

№ 取組 担当課  

1 総合型地域スポーツクラブ活動への支援  

スポーツ振興課  

（熊本市文化  

スポーツ財団）  

2 【重点】市民総参加型のスポーツイベントの開催  

スポーツ振興課  

（熊本市文化  

スポーツ財団）  

3 
地元プロスポーツチームとの連携によるスポーツ教

室の開催  
スポーツ振興課  

4 
バドミントン国際大会「熊本マスターズジャパン」

の開催  

スポーツ振興課  

（熊本県）  

5 熊本城マラソンの開催  

イベント推進課  

（熊本市文化  

スポーツ財団）  

 

 

 

 

取組項目⑧  《スポーツ活動に関する取組の推進》  

 

市民誰もがスポーツに親しめる環境を整えながら、年齢や性別、障がい

などの有無を問わず、それぞれの体力や技術、興味、目的に応じて、気軽

にスポーツに親しみ、楽しむことができる生涯スポーツ社会の実現に努め

ます。  
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～参考～  

 公民館の年間主催講座数  １，６２５講座（令和４年度実績）  

図書貸出冊数         ２８１万冊（令和４年度実績）  

博物館来場者数      ９３，２３９人（令和４年度実績）  

 

 

取組内容  

№ 取組 担当課  

1 公民館における主催講座の拡充  生涯学習課  

2 図書館における圏域住民の相互利用  熊本市立図書館  

3 図書館ネットワークの充実による利用の促進  熊本市立図書館  

4 
博物館及び塚原歴史民俗資料館でのこども科学・も

のづくり教室などの実施  
熊本博物館  

5 博物館におけるお迎え事業及びお出かけ事業の実施  熊本博物館  

6 博物館主催講座への圏域住民の相互参加  熊本博物館  

7 博物館におけるスクールシャトルバス事業の実施  熊本博物館  

8 博物館や現代美術館における魅力ある展覧会の開催  熊本博物館  

9 金峰山自然の家における自然体験学習の実施  地域教育推進課  

 

 

 

 

 

 

 

 

取組項目⑨  《身近な社会教育施設（公民館、図書館、博物館等）  

の学習内容の充実》  

 

市民の最も身近な社会教育施設である公民館・図書館・博物館などで

は、学習ニーズを把握し、それに応じたサービスを実施することで、それ

ぞれの施設の特色を生かした学習内容の充実に取り組みます。  
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（２）基本施策２  

生涯学習とつながる社会参加の機会の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～イメージ図～  

 

 

取組内容  

№ 取組 担当課  

1 

国際交流ボランティア（語学ボランティア、ホスト

ファミリーのボランティアなど）の育成及び活動の

促進 

国際課  

（熊本市国際交流  

振興事業団）  

2 
【重点】市民活動支援センター・あいぽーとの活用

促進 
地域活動推進課  

3 
熊本市青少年健全育成連絡協議会との「青少年健全

育成大会」の開催  
生涯学習課  

取組項目①  《人材やボランティアの養成・活用》  

 

あらゆる世代がこれからも住み慣れたまちで安心して暮らし続けるため

には、そこで暮らす人たちが主体となり、お互いに支え、助け合いなが

ら、様々な課題を解決していくことで、地域において弱まりつつあるコ

ミュニティを維持・再生していくことが必要となっています。  

そこで、地域を担う人材やボランティアを養成し、活躍の場を拡充しま

す。  
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4 
校区青少年健全育成協議会との連携による地域活動

への支援  
生涯学習課  

5 子ども会活動への支援  生涯学習課  

6 
ボーイスカウトやガールスカウトなどの青少年健全

育成活動推進団体への支援  
生涯学習課  

7 
熊本市生涯学習情報システムの「講師・指導者情

報」の拡充  
生涯学習課  

8 派遣プレイリーダーの活用  生涯学習課  

9 女性人材リストの整備・活用  男女共同参画課  

10 
人づくり基金による将来の熊本市におけるリーダー

の育成  
文化政策課  

11 食生活改善推進員の養成・活動支援  健康づくり推進課  

12 ８０２０運動の推進  健康づくり推進課  

13 介護保険サポーターの活用  介護保険課  

14 【重点】障がい者サポーターの養成  障がい福祉課  

15 
【重点】手話講座の開催と手話奉仕員などの活躍の

場の提供  

生涯学習課  

障がい福祉課  

16 スポーツリーダーの養成・活用  スポーツ振興課  

17 ニュースポーツの普及・啓発  スポーツ振興課  

18 国際大会開催に伴う語学ボランティアの活用  スポーツ振興課  
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～参考～  

 あいぽーと利用件数  ７５，１３２件（令和４年度実績）  

 

 

取組内容  

№ 取組 担当課  

1 校区自治協議会役員研修会の開催  地域活動推進課  

2 
【重点】市民活動支援センター・あいぽーとによる

活動の場の提供  
地域活動推進課  

3 生涯学習の啓発活動  生涯学習課  

4 シルバー人材センターへの活動支援  高齢福祉課  

5 基本的な生活習慣を身につける教育・保育の充実  保育幼稚園課  

6 「くまもと水守」制度の活用  水保全課  

7 くまもと「水」検定の実施  水保全課  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組項目②  《学習成果を生かす取組の推進》 

 

検定制度や発表の場など、学習の成果を発揮する機会を提供すること

で、市民が積極的に生涯学習に取り組みたいと思えるような環境整備に努

めます。  
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～参考～  

 中学生地域交流推進事業の実施校数  ２６校／４２校（令和４年度実績）  

 

 

取組内容  

№ 取組 担当課  

1 中学生地域交流推進事業の実施  生涯学習課  

2 学習成果を生かす取組の推進  生涯学習課  

3 
【重点】地域の公民館や学校などでの文化芸術に接

する機会の提供  
生涯学習課  

4 
介護事業所と小中学校との連携事業の実施（福祉体

験学習など）  
介護保険課  

5 
幼稚園、保育所、認定こども園と小学校との連携事

業の実施（異年齢児交流事業など）  
保育幼稚園課  

6 放課後学習教室の実施  こども家庭福祉課  

7 読み聞かせボランティアの育成  熊本市立図書館  

8 地域と学校の連携協働活動の取組  
地域教育推進課  

指導課  

 

  

取組項目③  《家庭、地域、学校との連携・協働の推進》  

 

こどもたちがこれからの時代を生き抜く力を身につけ、地域への愛着や

誇りを感じることができるように、家庭、地域及び学校が連携・協働し、

こどもたちの居場所を作るなど、地域全体で未来を担うこどもたちを支援

する取組を進めます。  
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～参考：防災体制～  

 

取組内容  

№ 取組 担当課  

1 
【重点】地域と連携した防災訓練の実施、自主防災

クラブ・避難所運営組織の活動への参加促進  
防災対策課  

2 【重点】震災の記録・記憶及び教訓の伝承  

広報課  

危機管理課  

防災計画課  

防災対策課  

3 防災士の養成・スキルアップ  防災対策課  

4 地域版ハザードマップ作成の促進  防災対策課  

5 
幼稚園、保育所、認定こども園などにおけるこども

たちの防災教育の実施  
保育幼稚園課  

取組項目④  《災害に強い地域コミュニティづくりの推進》  

 

災害に備えるためには正確な知識を身につけ、その知識を生かしていく

ことが重要です。知識を生かして命や地域を守れるよう、災害に強い地域

コミュニティづくりに取り組みます。  
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計画の推進に当たって 
 

１ 計画の進行管理に係る基本的な考え方 

この計画を実効性のあるものとして推進していくため、行政をはじめ、  

市民や民間事業者などの各主体との協働により進めるとともに、  

①計画の策定＝ Plan 

②計画の実施＝ Do 

③計画実施・結果の研究＝Study 

④計画の改善＝ Action 

の PDSA サイクルに基づいて、進捗を管理します。  

特に、研究（Study）から改善（Action）に 

つながる過程が重要と考えており、計画・実行  

した取組を分析し、新たな課題に対応した改善を  

図ってまいります。  

 

２ 計画の推進体制 

計画推進に当たっては、庁内関係部署から構成する「熊本市生涯学習庁内

関係課連絡会議」において、進捗状況の確認や効果の把握などを行うととも

に、有識者や公募市民などから構成する「熊本市社会教育委員会議」におい

て、報告し、意見を求めながら、本計画の進行管理を行います。  

➀Plan 

（策定）  

②Do 

（実施）  

③Study 

（研究）  

④Action 

（改善）  

第９９  
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本計画では第 99 歩で終わっていますが、 99 歩までは第４歩に記載  

した熊本市の各取組や自己学習を含めて、市民の皆様とともに歩み、  

これで終わりではなく、 100 歩目はご自身で見つけ出し、市民の皆様  

が幸せになることを願っています。  

 

熊本市としましても、市民の皆様の満足度を高めるため、完成した  

計画として本市が提供するだけにとどまらず、社会の変化と市民の意  

見を反映して進めてまいります。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

【表紙の作者】  

 

 

 

 

 市民の皆様に、目に留まりやすく、興味を持っていただけるよう、

生涯学習に関連したイラストとして、熊本市生涯学習課（当時）の  

髙木淳平さんが描きました。  

おわりに 
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○ 第２次熊本市生涯学習推進計画  評価シート（案） 

 

○ 国の教育振興基本計画【概要】（令和５年度～９年度） 

 

○ 市民の自己学習についてのアンケート 調査結果 

 

○ 熊本市生涯学習推進計画策定委員会運営要綱 

 

○ 熊本市生涯学習推進計画策定委員会 委員名簿 

 

 

参考資料 
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検証指標

基準値（R5）

○○○○○○○

□□件

関係課会議開催数

□□回

システムへの講座
登録件数

□□件

公民館の「学びを
生かす」活動者数

□□人

第２次熊本市生涯学習推進計画　 評価シート（案）

基本施策 1 市民が学ぶ楽しさを実感できる学習機会の提供

取組項目 ① 生涯学習関係機関などとの連携

生涯学習課
（民間事業者）

1 拡充

【重点】
民間事業者との連絡
会議による協力体制の
構築

民間教育事業者との連携した連
絡会議を開催し、学習機会を充実
するための取組内容を共有し、お
互いの講座内容の充実を目指
す。

庁内関係課との連絡会議を開催
し、意見を聴取、コンセンサスを形
成することで、生涯学習の効果的
な推進を図る。

□□件

□□回 生涯学習課

具体的な取組内容取組区分№ R6実績値 R7実績値 R6の実績とR7の方向性 R13目標値 担当課R9目標値

□□件

□□回2 継続
熊本市生涯学習庁内
関係課連絡会議の開
催

3 拡充
民間事業者や大学な
どの講座情報の収集

民間教育事業者・大学等から講座
情報を収集し、生涯学習情報シス
テムへ搭載し、広く情報を発信す
る。

□□件
生涯学習課

（民間事業者、
大学）

□□件

4 拡充

【重点】
公民館講座生と地域
団体をつなぐ取組の推
進

公民館での学習成果を地域活動
に生かせるように、人と人、グ
ループと団体をつなぐ機会や場を
提供できるように取り組む。

□□人
生涯学習課

（町内自治会等）
□□人
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国の教育振興基本計画【概要】（令和５年度～９年度） 
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市民の自己学習についてのアンケート 調査結果 

 

【調査概要】 

  期 間  令和 5 年（2023 年）6 月 9 日から 7 月 10 日まで 

  対 象  熊本市民 

募集方法  熊本市ホームページによるアンケートシステム 

 

【有効回答数】 1,189 件 

 

【調査結果】 

 

 

  

 

 

 

 

 

件数 割合

14歳以下 5 0.4%

15歳～24歳 288 24.2%

25歳～44歳 294 24.7%

45歳～64歳 469 39.4%

65歳以上 133 11.2%

合計 1189 100.0%

0.4%

24.2%

24.7%39.4%

11.2%

14歳以下

15歳～24歳

25歳～44歳

45歳～64歳

65歳以上

5.6%

18.3%

22.0%

1.9%

18.3%

1.9%

4.5%

18.8%

8.2%

0.6%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%

家族、友人、知人

SNS (LINE、Twitter等)

インターネット

テレビ、ラジオ

市政だより

町内会等の回覧板、掲示板

新聞、雑誌

学校、職場

学習の情報を得ていない

その他

問１．あなたの年齢を教えてください。 

問２．学習に関する講座やイベントの情報は、どこから得ていますか。一番当てはまるものを教えて

ください。 
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件数 割合

参加した 307 25.8%

参加していない 882 74.2%

合計 1189 100.0%

25.8%

74.2%

参加した

参加していない

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7%

7.8%

20.2%

22.5%

13.8%

5.5%

6.9%

2.3%

6.1%

11.2%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%

語学

歴史

文化、芸術

スポーツ、健康づくり

育児、教育

福祉、介護

ICT(パソコン、スマートフォン等)

資格取得

ボランティア

その他

※２で「その他」を選択した方は、その内容を教えてください。（自由記載） 

問３．過去 1 年に市主催の講座・イベント等に参加したことがありますか。 

問４．（3 で「参加した」を選択した人へ） 

 参加した講座・イベント等で最も関心があった分野を一つ教えてください。 

※４で「その他」を選択した方は、その内容を教えてください。（自由記載） 

公民館や施設に置いてあるチラシ、まちづくりセンターだより、本  など 

 

防災、まちづくり、公共交通関連、都市政策、SDGs、人材育成、生物多様性、法律 

広報力の向上、クレーム対応、ビジネススキル、料理教室、くまもと花博  など 
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29.6%

1.1%

29.8%

29.6%

2.2%

2.6%

5.1%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

日時が合わない

参加費用が高い

イベントがあることを知らなかった

興味のあるイベントがなかった

一緒に行く仲間がいない

手続きが面倒

その他

※５で「その他」を選択した方は、その内容を教えてください。（自由記載） 

問５．（3 で「参加していない」を選択した人へ） 

 参加されなかった理由を一つ教えてください。 

コロナ禍で参加を控えていた 

忙しくて行く時間がない 

開催場所が遠い 

自分で勉強していて講座の必要性を感じない 

市主催以外の講座に参加している 

抽選に外れた 

障がいがあっても参加できるのか分からなかった       など 
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22.3%

19.5%

36.1%

42.7%

19.6%

10.4%

26.7%

32.3%

18.9%

5.2%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

語学

歴史

文化、芸術

スポーツ、健康づくり

育児、教育

福祉、介護

ICT(パソコン、スマートフォン等)

資格取得

ボランティア

その他

19.4%

17.2%

35.7%

9.0%

5.1%

6.2%

3.3%

4.1%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

進学、就職、転職

現在の仕事

趣味

育児、教育

まちづくり、地域づくり

仲間づくり

ボランティア活動

その他

問６．今後参加したい講座・イベント等の内容を教えてください。（複数選択可） 

 

 

※６で「その他」を選択した方は、その内容を教えてください。（自由記載） 

 

問７．講座・イベント等で得たことを一番何に活用したいですか。 

 

 

料理、植物、手話、防災、自然科学、楽器、家事、金融・経済 

ものづくり（陶芸、竹細工、毛糸作品、布作品 等）、不登校支援、哲学 

マーケティング、科学、熊本の自然、生き物、医療、国際交流、ビジネススキル 

法律相談、ライフプランニング、企業セミナー、親子参加型イベント    など 
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29.3%

18.4%

16.5%

10.8%

9.1%

5.9%

6.7%

3.4%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

講座内容の充実

講座実施場所の拡充(オンライン含む)

講座情報の発信

市民のニーズ調査

民間企業や大学等との連携

民間にない講座の開催

学習成果を生かす場の提供

その他

※７で「その他」を選択した方は、その内容を教えてください。（自由記載） 

 
問８．今後、自己学習を進めるに当たって、熊本市に一番求めることを教えてください。 

 

 

※８で「その他」を選択した方は、その内容を教えてください。（自由記載） 

 

自己啓発、心身の健康、日常生活、将来への備え、副業、介護、料理  など 

 

講座の無料化、無料で利用できる学習の場（自習場所）の提供、 

子育て支援（親の学習時間確保のため）、講座等の開催回数の増加、講座開催日時の多様化 

公民館等への交通手段の拡充、講座参加者同士が学び合う工夫、資格取得に係る費用の補助 

障がいがあっても参加できる講座等の開催、子連れでも参加できる講座やイベントの開催 

シニア向けの職業紹介、講師の質の向上                  など 
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件数 割合

どちらも知っていた 196 16.5%

リカレント教育のみ知っていた 61 5.1%

リスキリングのみ知っていた 168 14.1%

どちらも知らなかった 764 64.3%

合計 1189 100.0%

16.5%

5.1%

14.1%
64.3%

どちらも知っていた

リカレント教育のみ

知っていた

リスキリングのみ知っ

ていた

どちらも知らなかった

件数 割合

どちらもやりたい 359 35.2%

リカレント教育をやりたい 119 11.7%

リスキリングをやりたい 312 30.6%

どちらにも興味ない 231 22.6%

合計 1021 100.0%

35.2%

11.7%
30.6%

22.6%
どちらもやりたい

リカレント教育をや

りたい

リスキリングをやり

たい

どちらにも興味ない

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

問９．熊本市では、今後、リカレント教育・リスキリングに力を入れていきたいと思っています。 

   一般的には、 

   ※リカレント教育とは、一度仕事から離れて学び直すこと。 

   ※リスキリングとは、現在の職場で働きながら必要なスキルを習得すること。 

   あなたは、リカレント教育・リスキリングの意味を知っていましたか。 

問 10．（社会人経験者の方のみ回答） 

  今後リカレント教育・リスキリングをやりたいと思いますか。 
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熊本市生涯学習推進計画策定委員会運営要綱 

 

制定 令和５年３月１５日文化市民局長決裁 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、熊本市附属機関設置条例（平成１９年条例第２号）第３条の規定に基づき、熊本市生涯学

習推進計画策定委員会（以下「委員会」という。）の運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、教育委員会の諮問に応じ、熊本市生涯学習推進計画について教育委員会に意見を具申し、こ

のために必要な調査研究を行い、及びこれらの事項を審議する。 

（組織） 

第３条 委員会は、委員１０名以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。 

 (1)  学識経験者 

(2)  社会教育団体の構成員 

(3)  学校関係者 

(4)  公募による市民 

(5)  前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者 

（任期） 

第４条 委員の任期は、熊本市生涯学習推進計画を策定した時点までとする。 

 （委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員長は委員の互選によりこれを定め、副委員長は委員のうち

から委員長が指名する。 

２ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。 

 （専門部会の設置） 

第６条 委員長は、必要があると認めるときは、第２条に規定する事務を調査研究するため必要な部会を設置す

ることができる。 

（会議） 

第７条 委員会は、委員長が招集する。 

２ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。 

４ 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議の出席を求めることができる。 

５ 会議は公開とする。ただし、委員会が必要と認めるときは、委員の過半数の同意により、これを公開しない

ことができる。 

（庶務） 

第８条 委員会の庶務は、文化市民局市民生活部生涯学習課において行う。 

（雑則） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮り別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、令和５年３月１５日から施行する。 
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氏　　名 所属団体・役職等

委員長 学識経験者 八幡　彩子
　国立大学法人　熊本大学大学院
　教育学研究科・教授

副委員長 社会教育 加藤　貴司 　熊本市地域公民館連絡協議会 会長

委員 社会教育 田川　智恵子
　熊本市地域婦人会連絡協議会
　弓削校区会長

委員 社会教育 中川　保敬 　熊本市スポーツ協会　副理事長

委員 社会教育 原　幸代子 　熊本県文化協会　副会長

委員 社会教育 林田　真
　熊日サービス開発㈱熊日生涯学習プラザ
　取締役事業本部長

委員 社会教育 萱野　晃
　社会福祉法人熊本市社会福祉協議会
　常務理事

委員 社会教育 勝谷　知美
　(一財)熊本市国際交流振興事業団
　事務局長

委員 学校教育 松永　裕子 　熊本市小学校校長会　会長

委員 社会教育 貴田　雄介 　市民公募

区　分

熊本市生涯学習推進計画策定委員会　委員名簿

任期：令和５年（２０２３年）６月１日から計画策定時点まで
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